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３．設楽ダムの目的となっている各機能の検証 

 

 

３－１ 治水：洪水調節 1900 万㎥ 

 

≪久保宜之氏講演：「豊川水系の治水・利水計画と設楽ダム事業について」 

※国土交通省中部地方整備局河川部河川計画課長 

 

 

 

（１）河川整備基本方針（河川法第 16条） 

〇河川整備基本方針（河川法第 16 条）では、石田基準点での 

ⅰ）基本高水流量は 7100 m3/s（150 年に一度の洪水） 

  【小島注 基本高水流量は、流域に降った雨が河川に流入した時の水量】 

ⅱ）計画高水流量（河道に流れる最大流量、「河道への配分流量」）4100 m3/s 

  【小島注：計画高水水量は、洪水調節の量を差し引いて、川に流れる水量。】   

※戦後最大の昭和 44 年 8 月洪水（4650 m3/s）＝「整備目標水量」を約 550 m3/s

低減させる（設楽ダムによる効果）。これにより、水位は 0.6ｍ低下する計画。 

ⅲ）差し引き 3000 m3/s を洪水調節施設によって調節する。 

 ※「設楽ダムと下流の河道改修の効果」を合わせて、堤防の決壊などの大きな被害

を防止し、霞堤地区の被害を軽減することができる計画。 

 ※設楽ダムによる洪水調整量Ｘ＋下流の河道改修による洪水調整量Ｙ＝3000 m3/s 
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（２）河川整備計画（河川法第 16条の 2） 

〇河川整備計画（河川法第 16 条の 2）では、石田基準点の 

ⅰ）整備目標 昭和 44 年 8 月洪水、整備目標流量 4,650 m3/s、 

ⅱ）洪水調節流量 550 m3/s、 

ⅲ）石田基準点での計画高水流量（河道流量）4,100 m3/s 

  ※計画高水流量（河道流量）4,100 m3/s 

   ＝整備目標流量 4,650 m3/s－洪水調節流量 550 m3/s（設楽ダム） 
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≪柄沢祐子氏講演 「豊川の治水計画と治水対策について」≫ 

※国土交通省中部地方整備局河川部河川計画課長 

 

（１）豊川流域の水害と治水対策の経緯 

 

 

（２）霞堤による減災 

 

 


